
 

 

労働力不足を解消し、一億総活躍社会を作るための「働き方改革」に関する研修会と、会社が

事業活動をしていくうえで関係してくる様々な税金に関する研修会を開催致します。 

是非、ご出席いただき企業経営にお役立て下さいますようご案内申し上げます。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込みの場合は切り取らずに送信して下さい。 

（公社）幡多法人会 宛                      

⇒ ＦＡＸ ０８８０－３４－６８９７       締切日：各開催日の５日前 

 

「税務研修会」参加申込書      

※ご記入いただいた個人情報につきましては講座開催に係る受講者の確認や受講者名簿の作成等のために使用いたします。 

また当会からの各種情報提供のために使用する場合がございます。それ以外の目的で利用することは一切ございません。 

事業所所在地 
 

 

 

 

 

受講日・受講会場 （○ 記 入） 

連絡先電話番号 
  

 

 
① １１月 ６日 （中村会場）  
 

② １１月２０日 （土佐清水会場） 
 

③ １１月２２日 （宿毛会場） 
 

事 業 所 名 
  

参 加 者 名① 
 

参 加 者 名② 
 

   公益社団法人幡多法人会 

税 務 研 修 会 の ご 案 内 

１．研修会   ①１１月６日（火）  中村商工会館３F 
第 1部  働き方改革に関する研修会   １４：３０～１５：００ 

第 2部  支部別税務研修会       １５：００～１６：００ 

 

       ②１１月２０日（火） 土佐清水商工会館２F 
第 1部  働き方改革に関する研修会   １５：３０～１６：００ 

第 2部  支部別税務研修会       １６：００～１７：００ 

 
③１１月２２日（木） 宿毛商工会館３F 

第 1部  働き方改革に関する研修会   １４：３０～１５：００ 

第 2部  支部別税務研修会       １５：００～１６：００ 

 

２．講師      第１部  高知県働き方改革推進支援センター  
魅力ある働く場づくりコーディネーター 

        第 2部   中村税務署 法人課税部門  
統括国税調査官  和田 博明 氏 

 
※参加ご希望の方は幡多法人会事務局へFAX（0880-34-6897）にて事前にお申し込み下さい。 

 

＜お問合わせ＞    公益社団法人幡多法人会事務局  787-0029 四万十市中村小姓町４６ 

  電話：0880－３４－６８９６  ＦＡＸ：0880－３４－６８９７  


